
令和 ４年１１月１０日 

                    国土交通省 大分河川国道事務所 

                          佐伯河川国道事務所 

                         大分県 土木建築部 道路保全課 

 

   「令和４年度 

大分県道路メンテナンス会議」を開催！ 
 

令和元年度より定期点検（５年に１度）も２巡目に入り、今後は 

  予防的な修繕により施設の長寿命化を図ることが重要になります。 

そのため、関係機関が一堂に会し、最新の情報共有と必要な連絡 

調整を行うことで、的確な老朽化対策を着実に進めるものです。 

 
   大分県道路メンテナンス会議は、大分県内における道路施設等の維持管理 

補修・更新等を効率的・効果的に行うため、道路管理者が相互に連絡・調整 

を行い、道路施設の点検や修繕計画を共有・協力することを目的に設立され 

たものです。 この度、次のとおり会議を開催しますのでお知らせします。 

 

＜日 時＞ 令和 ４年１１月１４日（月） １３時３０分～ 

＜場 所＞ 国土交通省大分河川国道事務所 別館２階会議室 

 

＜出席者＞ 国土交通省 大分河川国道事務所長（会長）、 

佐伯河川国道事務所長 

        西日本高速道路(株) 大分高速道路事務所長 

        大分県土木建築部  道路保全課長 

        県内１８市町村   部課長 

     

＜内 容＞ ● 点検の実施状況及び修繕着手等の状況 

        ● 点検及び修繕率向上に向けた自治体支援 

        ● 鉄道を跨ぐ跨線橋の進捗状況等 

        ★ 意見交換、その他 

 

   ◇報道関係者の皆様へ 

   ・本会議の取材は、冒頭より「意見交換」の前まで傍聴可能（●印の内容 

のみ）です。ただし、撮影は冒頭の会長挨拶までとさせていただきます。 

      

《内容に関する問合せ》 

 ◆国土交通省 大分河川国道事務所 電話：０９７－５４４－４１６７ 
  

   ・総括保全対策官   久賀 隆弘（くが たかひろ）内線３０８ 

   ・道路管理第二課長  古原 正人（こはら まさと）内線４４１ 

《》【】 

 



大分駅から西へ約７００ｍ

大分河川国道事務所
　　大分市西大道１丁目１番７１号

０９７－５４４－４１６７
別館　２F会議室

大道交差点からすぐ　パラボラアンテナの鉄塔が目印です。

大分河川国道事務所　案内図

至 佐伯

至 別府

★この建物の２階です。



● 市町村の三つの課題（人不足・技術力不足・予算不足）に対し、国と大分県が連携して、

支援方策等を検討し、それらを活用・調整するため『道路メンテナンス会議』を設置。

● 三つの課題（人不足・技術不足・予算不足）により、点検が進まない、点検結果の妥当

性が確認できない、適切な修繕等が実施できない。

● 国と大分県が連携し、『大分県道路メンテナンス会議』を設置（平成26年5月26日）
➢【体制】・地方整備局（直轄事務所）・西日本高速道路(株) ・大分県 ・県内１８市町村

・大分県建設技術センター ・九州旅客鉄道(株)大分支社 の部課長等が委員

➢【部会】・高速道路・跨道橋・道路鉄道・技術検討（症例検討会）

➢【役割】（大分県道路管理施設の安全安心の推進）

① 研修・基準類等に関する連絡調整

② 点検・修繕等の促進に関する連絡調整

③ 点検・措置状況の集約・評価・公表

④ 技術的な相談対応

➢【開催】（定期的な開催により情報共有）
・Ｈ２６（３回）・Ｈ２７（３回）・Ｈ２８（２回）

・Ｈ２９（３回）・Ｈ３０（３回）・Ｒ 元（２回）

・Ｒ ２（１回）・Ｒ ３（２回）・Ｒ ４（２回）今回

現状の問題点

新たな対応策

「大分県道路メンテナンス会議」について

⼤分県道路メンテナンス会議の様⼦



令和４年度

大分県道路メンテナンス会議で取材される皆様へ

令和４年１１月１０日

新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について（お願い）

平素より国土交通行政に対するご理解とご協力に感謝申し上げます。

令和４年度大分県道路メンテナンス会議につきましては、現下の情勢に鑑み、以下

の点にご留意いただきますよう、お願い致します。

また、会議の実施内容につきましても、以下の内容についてご了承ください。

【ご入場の留意点】

□会場の入場人数制限のため、会場内への入場は最少人数でお願いします。

□会場内では、マスクの着用を徹底し、会話はお控えください。飲み物の持ち込みは

ご遠慮ください。

□会場までの移動時において公共交通機関をご利用の際にはマスクの着用をお願いし

ます。

□次のいずれかに該当する場合は、出席を自粛いただきますようお願いします。

・当日に 37.5度以上の発熱がある、または平熱比１度超過の方

・息苦しさ(呼吸困難)･強いだるさや､軽度であっても咳･咽頭痛などの症状のある方

・発熱や感冒症状で受診や服薬等した方、ワクチン接種による副反応等で、現在も

体調がすぐれない方

・新型コロナウィルス感染症陽性者、濃厚接触者、濃厚接触者の疑いがある方

□手指の消毒にご協力ください。

□受付時に取材される方の検温を実施します。発熱のある方の入場はご遠慮いただき

ますのでご了承ください。

□感染防止対策のため、受付開始までは入場いただけませんので、お時間を確認のう

え、お越しいただきますようお願いします（会場には控室等お待ちいただく場所は

ございません。）。




